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新型コロナウイルス感染症への対応について(第４３報) 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症への対応について、以下のとおりお知らせします。 

  

 

 

１．報告事項 

 

(1) 福祉医療費の助成における一部負担金の免除について    別紙 1 のとおり  

      (福祉共生部健康推進室国保医療課)    

 

 



 

 

別紙１ 

 

三田市福祉医療費の助成における一部負担金の免除について 

 

 

福祉医療費助成制度( 乳幼児等・こども、母子家庭等、障害者、高齢期移行)について、

下記のとおり新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人への自己負担額(医療機関に支

払う費用)の免除を行います。 

 

記 

 

１ 免除対象者 

  福祉医療費助成制度の受給者のうち、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、令

和２年１月以降の主たる生計維持者の収入が基準額以下に下がった人 

 

２ 免除となる所得基準 

  事由発生日以降の主たる生計維持者の年収見込額が、生活保護における基準生活費※

の１．８倍以下※に減少した場合 

※免除となる目安 

（例）夫妻とも４０歳、小学生の子２人の場合、給与年収見込額約 280 万円 

 

３ 免除内容 

  通院・入院医療費自己負担の全額を、６か月間を限度に免除 

（例：こども医療の場合通院４００円等の自己負担が０円になります） 

 

４ 対象助成制度名 

 ①乳幼児等・こども医療費助成制度 

  小中学生（未就学児は通院入院が無料であるため免除対象外） 

②母子家庭等医療費助成制度 

  母子家庭・父子家庭等の親子及び遺児 

③（高齢）重度障害者医療費助成制度 

  一定要件を満たす障害のある人 

④高齢期移行助成制度（旧老人医療費助成制度） 

  ６５歳～６９歳で非課税世帯に属し一定要件を満たす人 

 

５ 申請方法等 

・申請書類を郵送または窓口で受付します。 

・審査要件を満たす場合、「通院・入院ともに一部負担金額０円」を表記した受給者証を

交付。⇒県内の医療機関、薬局にこれを提示すると保険適用医療費が無料となります。 

・また、事由発生日以降、受給者証の交付前の受診に要した費用や、県外医療機関等での

受診があれば、申請により市から当該受診費用を還付します。 
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